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第122回サービス統計・企業統計部会 議事録 

 

１ 日 時 令和５年８月23日（水）13:00～15:00 

 

２ 場 所 総務省第２庁舎６階特別会議室及び遠隔開催（Ｗｅｂ会議） 

 

３ 出席者 

【委   員】 

菅 幹雄（部会長）、伊藤 恵子、松村 圭一 

【臨時委員】 

會田 雅人、小西 葉子、成田 礼子 

【審議協力者】 

竹林 幹雄（神戸大学大学院海事科学研究科教授）、千葉県 

【調査実施者】 

国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室：内田室長ほか 

〃   港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）：仙崎室

長 

【事務局（総務省）】 

  佐藤大臣官房審議官 

統計委員会担当室：萩野室長、篠﨑政策企画調査官 

政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室：山形統計審査官、大村企画官ほか 

 

４ 議 題 港湾調査の変更について 

 

５ 議事録 

○永井総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室副統計審査官 それでは、時間

前ですが、皆様おそろいのようですので、始めたいと思っております。 

 いつもの事務局からの御連絡を差し上げます。ハウリングしてしまうおそれがございま

すので、発言するとき以外は、マイクをオフにしてください。マイクのオンオフの操作は、

画面の下、一番左の「マイクマーク」のアイコンをクリックで行います。この「マイクマ

ーク」に斜線が入っていれば、マイクオフの状態です。よろしくお願いいたします。 

 また、会議後に速記の方が議事録を作成される便宜もございますので、御発言いただく

際は、恐縮ですが、お名前をおっしゃってから御発言ください。 

 ネットワークの状況など細心の注意を払いつつ進めさせていただきますが、途中、声が

聞きづらいといった不具合がございましたら、御遠慮なくお知らせください。 

 それでは、皆様、おそろいですので、菅部会長、よろしくお願いいたします。 

○菅部会長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から、第122回サービス統計・企業

統計部会を開催します。 
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 委員、審議協力者の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席いただき、ありがとう

ございます。 

 本日は、私と松村委員以外の皆様はウェブで参加していただいております。 

 本日は、７月31日の部会に引き続き、「港湾調査の変更」について、２回目の審議を行い

ます。本日の部会では、まず、前回の部会における御意見等に対し、調査実施者が再整理

した事項について審議し、その後、審査メモの残りの論点について御審議いただければと

考えております。 

 本日の審議は15時までを予定しておりますので、効率的な議事進行への御協力をお願い

いたします。 

 なお、８月21日に開催されました統計委員会において、私から本部会の審議状況につい

て、御報告させていただきましたが、委員からは特段の御発言はございませんでした。 

 では、前回の部会において、委員等から再整理等を求めた事項について審議したいと思

います。資料４に基づき、調査実施者から説明をお願いいたします。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 国土交通省でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料４を御覧いただければと思います。１ページ目でございますが、「調査票

のチェック体制」に関する確認事項の１つ目でございます。統一的なチェックリストはな

く、各港湾がそれぞれチェックをしているということだが、現状どういう項目がチェック

されているのか、また、今後、どのようにチェック体制を高めていくのかということでご

ざいます。 

 回答でございますが、港湾調査におきましては、統計の品質を確保するに当たりまして、

当省から各都道府県に対しまして提供しております、共通集計システムというのがござい

ます。当該システムの中で、データのチェック機能というのを有しておりまして、この機

能によりまして、各港湾で調査票データのチェックが行えるようになっているということ

でございます。 

 具体的には、各調査項目の記入漏れチェックやオフコードチェック、これは指定してい

る区分以外のコードが記入されていた場合にチェックがかかるというものでございます。

また、クロスチェック、これは貨物のトン数や台数が記入されているにも関わらず、仕向

港、仕出港が未記入となっていないか等についてクロスチェックを実施しているというこ

とでございます。 

 また、係留状況の離着岸日時をキーといたしました重複チェックも実施してございます。

システムによる統一的なチェックを行っているというところで、後ほど御覧いただければ

と思うのですが、今申しました、具体的な調査票のどの部分が該当するかというのを別添

１で付けさせていただいております。 

 当該システムによるチェックによって、記入漏れや調査項目間の矛盾、誤り、データの

重複等のエラーが見つかった場合には、報告者への内容確認によって対応するほか、審査

処理の方法で疑義が生じた場合については、国土交通省に確認いただく等の対応を取って

おりまして、その内容については、当省で記録をしているところでございます。 
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 また、調査票記入要領や集計表の作成要領を収録いたしました、「港湾調査の手引き」を

作成し、都道府県に配布しております。都道府県においては、この要領に沿った報告内容

や集計となっているかをしっかり確認していただいているということと、そのほかにも毎

年都道府県の担当者を集めて会議を開催しておりますが、その場におきましても、集計時

に注意を要するクロスチェック等の項目を示しまして、これらに注意してチェックした上

で、疑義がある場合は報告者に確認するよう指導を行っているところでございます。 

 公的統計の品質の確保を図るために、今年７月に策定されました、「統計作成プロセス診

断の要求事項」においては、調査票データの審査に関する処理基準・手順を定めなければ

ならないとされているところでございますが、港湾調査におきましては、上記のような対

応により、一定程度の調査票の審査チェック体制はできているものと考えているところで

ございます。 

 なお、今後導入するサイバーポートにおいても、共通集計システムを踏襲したチェック

システム機能等を設けることとしておりまして、更に行政記録情報と一体的に論理チェッ

ク等が行えるようにする予定でございます。今後、共通集計システムや港湾調査の手引き

等に沿って実施しているチェック項目、内容を取りまとめた統一的な「チェックリスト」

を策定したいと考えております。また、共通集計システムを踏襲したチェック機能等を設

けるサイバーポートの利用促進を図ることによりまして、更なる港湾統計の正確性と信頼

性の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 ２ページ目でございます。「調査票チェック体制」に関する確認事項の２つ目でございま

す。港湾調査の統計誤りの状況はどうなっているのか。また、報告者からの報告漏れにつ

いて、どの程度の頻度で発生しているのかということでございます。 

回答でございますが、令和４年度以降で統計品質管理官に報告した港湾統計の報告数値

の誤りにつきましては、２件ございます。内容といたしましては、報告者の記載誤りとい

うものになってございます。 

 これにつきましては、現在実施していますエラーチェックについては、未記入とか調査

項目間の関連チェック等の論理チェックでございますので、報告者による記入数値の誤り

まで発見できなかったところでございます。また、報告者からの報告漏れにつきましては、

入港実績があるにも関わらず、報告者から報告されていない等の確認は、統計調査員が報

告者から提出のあった調査票と行政記録情報であります入出港届や係留施設等使用許可申

請の船舶データと照合いたしまして、報告されていない船舶があれば、照会を行うことに

なります。 

 なお、貨物の取扱量の多い港湾に聞き取ったところ、報告されていない船舶が確認され

る件数というのは、年間当たり数件程度ということであって、報告漏れはほぼ発生してい

ないと考えているところでございます。また、提出されました調査票の中で、調査項目の

一部に報告漏れがあった場合に疑義照会を行う件数でございますが、こちらにつきまして

も、貨物の取扱量の多い港湾に聞き取ったところ、月で数件程度ということでございまし

て、その発生頻度は小さいものとなっていると考えてございます。 

 いずれにつきましても、報告漏れが確認された場合につきましては、報告者へ照会を行
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いまして、適切に処理を行っております。 

 続きまして、「ＮＡＣＣＳデータの利用状況」の確認事項の１つ目でございます。ＮＡＣ

ＣＳデータの購入には、どの程度の費用を要するかということでございますが、現在、Ｎ

ＡＣＣＳセンターが配信している港湾統計のデータの販売金額につきましては、レコード

のボリュームにより異なってございます。一港湾当たりでございますが、月間のレコード

数が5,000レコード未満であれば、年間の販売金額は約29万円ということになります。月間

5,000件から49,999レコードの場合は年間約46万円、また、月間50,000レコード以上の場合

は、年間約115万円ということになってございます。 

 サイバーポートにおけるＮＡＣＣＳの使用範囲についてでございますが、まず、使用対

象者につきまして、現在のＮＡＣＣＳデータの販売対象につきましては、港湾管理者が販

売の対象となっておりますが、これがサイバーポートを利用することによりまして、報告

者（事業者）がＮＡＣＣＳを使用できることになり、当該データを使用した調査票の作成

が可能となります。例えば、入港船舶や海上出入貨物の部分について、当該データを使っ

て調査票の作成が可能になるということになります。 

 また、使用対象項目についてでございますが、現在は、「輸入貨物データ」、「輸出貨物デ

ータ」、「仮陸揚貨物データ」の３種類のデータが配信されているところでございますが、

サイバーポートを使うことによって、この３種類のデータに加えまして、「入出港データ」

等が使用可能となる予定となってございます。入出港データと貨物データのひも付けを実

施することで、調査票の入港船舶や海上出入貨物部分への自動入力が可能となりますので、

報告者の調査票作成時の負担が軽減されると考えてございます。 

 続きまして、３ページ目の、ｄの「ＮＡＣＣＳデータの利用状況」の確認事項の２つ目

でございます。ＮＡＣＣＳデータの利用状況について、外貿、内貿、それぞれどの程度利

用されているのか。また、港湾ベースでどれくらい利用されているかということでござい

ますが、港湾調査において、ＮＡＣＣＳデータを購入し利用している港は10港ございます。

いずれも甲種港湾ということになります。 

 販売データにつきましては、外貿のみとなってございまして、外貿コンテナ貨物量やコ

ンテナ個数等の把握に利用されているところでございます。また、当該10港で、外貿コン

テナ貨物取扱量については、全港湾の約９割を占めている状況になってございます。 

 続きまして、「（２）調査方法の変更」のサイバーポートの本格導入に関わる確認事項と

いうところでございますが、令和５年１月に実施した試験導入に参加した49事業者はどの

ような属性なのかということでございます。 

 回答といたしましては、試験導入に参加した49事業者の属性、業種の内訳になりますが、

港湾運送事業者15者、船舶運航事業者14者、製造業者14者、船舶代理店業13者、その他４

者、一部重複ございますが、そのような状況になってございます。 

 続きまして、サイバーポート導入及び郵送調査の追加に関する部分の確認事項でござい

ますが、サイバーポートの利用促進について、会議や説明会等の場での働き掛けやバース

ウィンドウ機能の構築などのほかに方策はあるかということでございます。 

回答でございますが、現在、共通集計システムを利用している港湾等につきましては、
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令和６年１月分調査からサイバーポートに移行していただきたいと考えているところでご

ざいますが、サイバーポートを利用するか否かにつきましては、各港湾において判断して

いただくこととしております。 

 現在、意向調査を実施しているところでございますが、その結果がまとまり次第、確認

の上、特に共通集計システムを利用している港湾等で、意向を表明していただけていない

港湾に対しましては、個別に事情を聞き取る等の対応を行いながら、移行を働きかけてい

きたいと考えているところでございます。 

 国土交通省からの説明は以上になります。よろしくお願いします。 

○菅部会長 ありがとうございました。 

 ただ今の御説明について、御意見等がございましたが、よろしくお願いいたします。い

かがでしょうか。 

 順番に見ていきましょう。まず、「本調査の実施体制」、ｂ「調査票のチェック体制」に

関する確認事項①についてです。「調査票のチェック体制」に関する確認事項①及び②につ

いて、御意見ありますでしょうか。 

 成田臨時委員、よろしくお願いいたします。 

○成田臨時委員 成田でございます。別添１のシステムチェックについてお伺いしたいの

ですが、こちら、資料の中でエラーと書いてあるのですけれども、これ、間違っていたら

システム上、エラーが表示されて、間違いがなくなるまでエラー表示のままということで

よろしいでしょうか。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 はい。本来、入るべき数

字以外のものにつきましては、エラーがなくなるまでエラーが出るということになります。 

○成田臨時委員 分かりました。どうもありがとうございます。 

○菅部会長 成田臨時委員からは、チェックリストを作るべきであるという御意見を賜っ

ておりましたけれども、この回答について、いかがでしょうか。 

○成田臨時委員 このようなチェック体制があればよろしいかと思います。 

○菅部会長 ありがとうございます。 

 次に、伊藤委員が挙手されておられます。伊藤委員、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 御説明どうもありがとうございました。御質問させていただきたいのですけ

れども、２ページ目ですか、たしか記入漏れがあったということが書いてあったと思いま

す。聞き逃したのかもしれないのですけれど、どういう形で、記入漏れは見つかったので

しょうか。今の御説明だと、記入者が間違ったという場合は、チェックできないというこ

とかと理解したのですが、記載誤りとか報告漏れということに関しては、どういうふうに

チェックされているのかと。将来的に、このような報告書の記載誤りというようなものは、

どういうふうに確認して修正をしていくべきだと考えていらっしゃるのか、その辺り、も

う少し教えてください。 

 チェックリストを結局作るのか作らないのかよく分からなかったのですが、１ページ目

の下にはチェックリストを策定すると書いてあるのですけれど、今、こういう体制でチェ

ックしているので、現時点でチェックリストを作らなくていいというお話なのか、すみま
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せん、どういう方向なのかよく分からなくて、もう少し御説明いただければと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

○菅部会長 よろしくお願いいたします。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 ありがとうございます。 

 まず、チェックリストでございますが、前回リストという形では作っていないというこ

とだと私から御説明申し上げたので、チェックが全然効いていないのではないかというふ

うに誤解をされたのかなと思いまして、今回、実際やっているチェックの内容を御説明さ

せていただいたということと、その上で、チェックリストという形のものをしっかり作っ

ていこうと考えてございます。 

 ２つ目というか、最初の報告者の記載誤りのところでございますが、基本的に、システ

ム的に引っかかって記入漏れとか、論理チェックでおかしいというところについては、そ

こはシステム的にも分かりますので、それに基づいて統計調査員から報告者に内容を聞く

ということと、後は統計調査員が調査票を見るなりしておかしいなと思ったら、そこにつ

いては、エラーチェックとは別に、報告者に聞き取りを行うということはしているのです

が、ただ、数字的に、適切ではないかというような数字なのですが、若干の数字、下何桁

とか、場合によっては、もう少し大きな場合もあるのですが、そういう場合は、システム

的にも、調査員の目からも、チェックができないというのはどうしても発生してしまいま

す。 

 今回、そういうケースなのですが、それをどのように発見して誤りを報告したかという

ことにつきましては、報告者から数字が誤っていましたという報告によって、数字の訂正

をしているところになります。ですので、チェックする上で、どうしても限界というとこ

ろがございますので、できる限りチェックはいたしますが、どうしてもシステム的にも難

しいというところについては、なかなか見つけるのが難しいかなというところは正直ある

のかなと思っております。 

 以上でございます。 

○菅部会長 いかがでしょうか。伊藤委員。 

○伊藤委員 ありがとうございました。状況は分かりました。 

 サイバーポートを皆様が使うようになって、より入港、出港する船の情報等もしっかり

取れるようになれば、このような記入誤りというのもなくなっていくだろうと期待してい

いのですかね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 現在もシステムは別で、

紙ベースとか、チェックはしているというところなのですが、これがサイバーポートに、

入出港の手続とかが電子化されてしっかり入力される、内航についても入力されていくこ

とになれば、調査票を作る段階で、船舶を選ぶなりすることによってデータが出てくるこ

とになり、作っていただく段階でチェックができるようになるということですので、そう

いう意味での漏れはなくなっていくのではないかと考えてございます。 

○伊藤委員 ありがとうございます。そういう意味でも、しっかりサイバーポートのシス

テムを、いいものを作って、皆様にしっかりと利用していただくということを推進する必
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要があるなと思いました。ありがとうございました。以上です。 

○菅部会長 よろしくお願いいたします。松村委員。 

○松村委員 伊藤委員の御質問に関連してですが、今のお話ですと、例えば320のところを

324と誤記入した場合は、なかなかシステム的にチェックはできないと思いますが、桁違い、

異常値といいますか、例えば、300台で通常書いているところが3,000台になっていたとき

は、共通集計システムは、時系列で見て誤記を検知してくれたりするのですか。 

○菅部会長 いかがでしょうか。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 すみません。今、対前月

か、対前年同月かというのは、お示しできないのですが、過去データとの見比べはたしか

あったということですので、今、詳細のデータを持ち合わせておりませんので、それ以上

の具体的な、どことどこでというところまで御説明できない状況です。申し訳ございませ

ん。 

○松村委員 分かりました。そういう桁違いの記入ミスとかもあるので、その辺も含めて

共通集計システムでできればいいですし、サイバーポートに移行して、より厳密に時系列

でチェックしていただけるならば、一層精緻化すると思っています。以上です。 

○菅部会長 小西臨時委員が挙手されています。小西臨時委員、よろしくお願いいたしま

す。 

○小西臨時委員 小西です。御説明ありがとうございました。私も伊藤委員と同じで、チ

ェックリストが作られるのかどうかが気になっていましたが、チェックリストは作られる

ということが分かりました。 

 可能なら、何をチェックするかのリストの在り方とか、どんな項目がリストに含まれる

か知りたいですし、チェックリストは本当に重要だと思います。なぜなら現状の調査で何

をチェックすべきかが、サイバーポートのシステムを作る際に有用だからです。もし、現

状でチェック項目等がある程度決まっているなら、共有していただけるとありがたいなと

いうのが、１番目のコメントです。もう一つが、共通集計システムを使えば、都道府県に

上がってきたものは、論理的な矛盾に関してはチェックできるということと理解しました。

しかし、前回の共通集計システムの御説明だと、全ての港が共通システムを使っているわ

けではないという説明だったと思います。ここで言われている共通集計システムは、前回

のシステムとは別の、調査票のチェックをするシステムみたいなものがあるという理解で

よろしいでしょうか。 

○菅部会長 よろしくお願いいたします。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 共通集計システムは、導

入している都道府県、港湾に限ったことになります。ですので、共通集計システムを使っ

ていないところについては、基本的には、我々のところで、港湾調査の手引きというもの

を作っておりまして、その中に、参考に付けさせていただいておりますが、詳細の記入要

領とか集計表を作成するときの作成要領というものを作ってございますので、それを全都

道府県に配布しておりますので、その内容に沿った形でチェックしていただくということ

になります。 
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 また、繰り返しになるのですが、毎年担当者を集めて会議を開いていますので、そうい

う場においても、特に質問点とか疑問点が多かったところについては、情報共有して、精

度向上を図っているということでございます。 

 以上でございます。 

○小西臨時委員 ありがとうございます。だとすると、そもそもの共通システムや標準的

な自動化のシステムを持っていないところが、サイバーポートやＮＡＣＣＳの導入が難し

いという問題に戻ってしまいます。この様に港湾によって調査の体系が異なる状況では、

チェック項目や精度が異なることになります。だからこそ、今回国土交通省がチェックリ

ストを統括して作ることが非常に重要だと思います。 

 記入漏れと人的なミスについて、論理的矛盾に該当しないところをどうチェックしてい

くかということがすごく大事になっていくと思うので、松村委員がおっしゃったみたいに、

異常値の検出とかも、現場で標準的に使われているものがあるのであれば、国土交通省と

して、どのレベルをチェック項目とするかということも踏まえたチェックリストの作成を

していただけたらと思います。 

 以上です。 

○菅部会長 今はコメントという形で理解させていただきました。 

○小西臨時委員 そうです。 

○菅部会長 今すぐというのはなかなか難しい話で、今後、国土交通省の方で御検討いた

だくというのがいいと思うのです。だから、是非、小西臨時委員及び伊藤委員からもあり

ましたことを踏まえて、今後、御検討いただけたらと思います。すぐに作成するというの

は無理があります。拙速すぎるので、よく御検討いただけたらと思います。 

○小西臨時委員 でも、１ページの３行目にチェックリストを作成すると書いてあるので、

そこにより具体的な情報を入れていただければと思います。部会審議中に、間に合えば、

私たちにも共有していただけるとありがたいです。以上です。 

○菅部会長 ただ、この部会内というと、とても検討する時間としては短過ぎるので、少

し難しいだろうと思うのです。だから、それに関しては、今後、国土交通省の中で御検討

いただいて、御回答いただけたらと思います。 

 それでは、ほかに御意見ありますでしょうか。 

 では、次の件です。ｄ「ＮＡＣＣＳの利用状況」等に関する確認事項について、御意見

等ございますでしょうか。①、②ありまして、１つはどのような費用を要するのかという

ことと、どの程度利用されているのかということです。松村委員、よろしくお願いします。 

○松村委員 ありがとうございます。①の２ページ目にあるような費用がかかるというこ

とですが、今後、サイバーポートになれば、事業者もＮＡＣＣＳデータを利用できるよう

になるという記述があります。その際、港湾も事業者も、無料でこのデータを使えるので

すか。それとも、引き続きこの金額を払うということなのですか。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 港

湾局でございます。港湾管理者向けのデータの販売業務というのは、サイバーポートがで

きた後も、引き続き同じ形でなされます。 
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 一方で、サイバーポートによって新たにできる部分というのは、調査の報告者に向けて、

ＮＡＣＣＳのデータを利用できるようなものをサイバーポートを通じて提供する。こちら

については、無料で行うという形で考えております。 

○松村委員 つまり、港湾の方は引き続きこうした金額を払って利用し、事業者は無料で

使えるということですかね。分かりました。 

 一方で、先々サイバーポートが有料化されるという話もあるかと思いますが、その場合

に、港湾調査の回答のための利用にも、使用料が取られるようになるのですか。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 こ

の会議で言うところのサイバーポートって、調査・統計の関係の部分になるのですけれど

も、いろいろやっていまして、少し紛らわしいのですけれども、有料化するというところ

で考えているものは、ほかの分野では、委員のおっしゃるようにございます。 

 一方で、調査・統計について、まさに国の仕事を、民間事業者に御協力いただきながら

進めるという建て付けでありまして、こちらの料金については、国の負担においてやると

いう形ですので、利用者に対して使用料の支払いをお願いするということは考えてないと

いうところでございます。 

○松村委員 分かりました。もし統計の回答に際して利用料が必要になると、多分ほとん

どの事業者はサイバーポートを使って回答をしないと思いますので、その部分については

安心しました。一方、港湾の方も、現在10港しかデータを買っていないということですの

で、内貿のところではメリットを生かせていないと思います。いろいろあるかと思います

が、全体として、うまく統計の精度向上に繋がればとは思っていまず。ありがとうござい

ます。 

○菅部会長 今の点は、私も悩んで、一瞬分からなくて、要するにＮＡＣＣＳというのは

港湾が買うという話なのですね。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 そ

うです。 

○菅部会長 事業者は、これは回答しているからフリーで使えるという。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 そ

んなイメージです。 

○菅部会長 こういう感じのイメージなのですね。 

 ほかに御意見、御質問等ありますでしょうか。 

 次に、「調査方法の変更」です。「イ サイバーポートの本格導入 ａ 試験導入の状況」に

関する確認事項、そして、もう一つ、「イ サイバーポートの本格導入 ａ 試験導入の状況」

及び「ウ 郵送調査の追加 ｂ サイバーポートの利用の働きかけ」に関する確認事項につ

いて御意見、御質問等ありますでしょうか。これ、非常に面白いのは、40事業者のうち、

港湾運送業、船舶運航業、製造業、船舶代理店とうまい具合にバランスよくなっているの

ですけれど、これは意図したものではないそうで、偶然になったということなのですけれ

ど、結果的には非常にバランスの取れた回答になっていたということだそうです。要する

に、特定の事業者に偏っていないという意味では、バランスが取れた回答になっているそ
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うです。 

○松村委員 よろしいですか。 

○菅部会長 よろしくお願いいたします。 

○松村委員 すみません。今業種のバランスについては部会長からもありましたが、試験

導入に参加した企業の規模感的な特徴はどんな感じなのですか。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 そ

うですね、今、手元のリスト見ている感じですと、もちろん上場企業の各地方における出

先の拠点の事業所などが回答されている、参加いただいているケースもありますし、逆に

ローカルで活躍されている企業などもあるかなという感じで、割合は、今、ぱっと見でど

うというのはないのですけれど、大きいところもあれば、ローカルの事業者もいらっしゃ

るかなというのが、見た感じの印象というか、私の個人的な印象ではございます。 

○松村委員 お聞きたかったのは通常、紙で出しているようなところが、この試験にどの

ぐらい参加してくれたのかということでした。従来からある程度、オンライン、若しくは

オンラインに近い形でやっていただけているところは、普通に手を挙げてやってくれるの

でしょうけれども。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 す

みません、定量的にどうということでもないのですけれども、もともと今回の実証をやろ

うとしたところの１つの狙いとして、ＮＡＣＣＳとの連携がうまくできるかを確認したい

というところもありましたので、ＮＡＣＣＳを使っているところにやっていただいている

というところがあって、そこで、対象となる港なり、岸壁というか、施設を絞り込んだ上

で、その施設を利用されている事業者にお声掛けしている。つまり、そのときに、ふだん

別にＮＡＣＣＳを使っていないという人も入っているケースもあるぐらいの感じなので、

まだＮＡＣＣＳというか、そちらサイドの方が割と多めに入っているかなというような感

じではありますけれど、紙の方もいらっしゃることはいらっしゃったと、それぐらいの感

じかなというところです。 

○松村委員 ありがとうございました。 

○菅部会長 ありがとうございました。ほかに御意見、御質問等ありましたら。小西臨時

委員、よろしくお願いします。 

○小西臨時委員 説明会によって、前回の部会から今までの間で、好意的に参加したいと

思っている港湾が増えたのか等、状況を教えていただけるとありがたいです。よろしくお

願いします。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 御

回答いたします。 

 49というのは、まさに４つの港の実証に参加いただいた事業者の数というところでござ

いまして、今、お伺いしているのが、まず、港として、この仕組みに参画する、しないと

いうところの意向を、説明会などをやって確認をしているというところでございます。 

○小西臨時委員 前回の部会では、まさに説明会を開催するところでしたよね。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 す
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みません。１月から使用する、しないの正式な回答については、９月末締めでお願いして

いますので、正式な回答というところは今、手元にはないのですけれど、一方で、とはい

っても、我々もいろいろな準備とかがありますので、お盆前ぐらいで、もしその時点での

意向がお示しできるようなところがございましたらという聞き方で回答を頂いている港、

港湾管理者もいらっしゃるというところでございます。 

 66の港湾管理者から回答を頂いただいたうち、導入意向があると頂いたのが40ほどある

というところでございまして、そのうち、22の港湾管理者は、６年の１月からという回答

を頂いています。ただ、これは８月時点での意向というか、その時点のところでございま

すので、また、正式な回答を９月末時点で頂くという形で進めているところでございます。 

○小西臨時委員 増えていることは良いことですよね。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 そ

うですね。 

○小西臨時委員 ありがとうございます。こういう客観的な情報こそ教えていただけると

非常にありがたいです。そして、導入意向のある港湾が、どうして意向があるのかを知る

ことが大切だと思います。現在共通システムを使っている、標準システムを持っているか

らを超えて、どうしてサーバーポートを導入していいと思ったかが、サイバーポートを導

入するためには何が必要なのかということだと思います。なので、是非回答を得るときに

は、どうして導入しようと思ったかとか、その際何がネックだったかとか、そういうとこ

ろをヒアリングしていただくと、今後、現在意向がない港湾にどう広めれば良いかが分か

るかなと思います。以上です。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 港

湾局です。どうもありがとうございます。 

○菅部会長 伊藤委員が挙手されておられます。伊藤委員、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 どうもありがとうございます。今、小西臨時委員がおっしゃったことと少し

重複するかなと思うのですけれども、やはり参加を決めている事業者がどういうところに

メリットを見いだしているかというのを、しっかりアピールする必要があるのではないか

なと思いました。 

 私自身がサイバーポートのグランドデザインというか、大きなピクチャーみたいなもの

がよく分かっていなくて、どのような面の利便性やアドバンテージを強調してサイバーポ

ートを促進していくべきなのか、自分自身がよく分かっていません。どういう方策がいい

か、どういうインセンティブを与えるのがいいか、もう少し大きな絵というのが分からな

いと、なかなかコメントしづらいと思っています。 

 今、意向調査を実施しているところで、まだ回答がそろっているわけではないというこ

となので、なかなか現時点で、どういう方策で推進していくかという答えを出すのが難し

いなと思っているのですけれども、統計調査への回答がしやすいといった、どちらかとい

うと小さいことではなくて、もう少し大きな視点から、日本の港湾全体の競争力を上げな

ければいけないということを、問題意識として持っている人が多いと思うのですよね。な

ので、サイバーポート全体が、いかに個別の事業者に加えて、日本全体の港湾に、どれほ



 -12- 

どプラスの効果があるものかと、その辺りをしっかり説明して御理解いただいていくとい

うのが大事ではないかなと思っています。 

 さらに、費用の面でシステムを導入することが難しいということであれば、やはりそこ

は、具体的に費用の面なり、テクニカルなサポートというのは必要なのではないかと感じ

ました。 

 以上、コメントです。ありがとうございました。 

○菅部会長 それはコメントとして、国土交通省に受け止めていただければと思います。

ほかに御意見ありますでしょうか。それでは、竹林審議協力者よろしくお願いいたします。 

○竹林審議協力者 どうも。私が言うのはあれなのかもしれないのですが、先ほどの伊藤

委員の大きな絵面は何ですかという話で、一応これは私の理解なので、国土交通省の港湾

局の主張ではないということを一応断っておきますね。２、３分でやめますので。 

 前回もお話ししましたけれど、先ほど日本の港湾の競争力というお話がありましたが、

そもそも港湾の今、情報化というのは世界中で進んでいるのです。世界中で進んでいて、

とにかく自分の港の使われている状態がまず、どうなのかということは、デイ・トゥ・デ

イのレベルで把握しつつあるわけです。日本はかなり遅れていて、デイ・トゥ・デイでは

全然追えていないと私は理解しています。 

 その意味でも、サイバーポートを入れることによって、少なくとも日々の累積で、どう

いう状況で今、使われているのかということは最低限、押さえられると。これは今のシス

テムでは絶対無理です。コンテナ流調とか、そういったものも使っていますけれども、こ

のようなものも全部、サンプリングでやっているだけなので、世界標準にできるだけ近づ

けるということと、それから、まずは行政の情報整理というところ、これ、前回言いまし

たけれども、３つのレベルで定義があるのですけれど、３つがごちゃごちゃと書かれてい

るので、切り分けてくださいということで前回説明したと思うのですけれど、そこの切り

分けの一番上位にあるのは行政的な部分の合理化ということです。そこをできるだけ進め

ていこうと。ただ、その場合に、既に自分たち独自のシステムを入れているところがいっ

ぱいあるので、そこのところできちっと交通整理しないと、全て嫌ですという人らも出て

くるということがあるということだと御理解いただけています。 

 ですから、要するに、まず、大きな絵というか、世界標準に基本的に近づけないと話が

進まないというのが、基本的な立場だと私は理解します。 

 以上です。 

○菅部会長 これもコメントという形でよろしいですか。国土交通省、何かありますか。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 そ

うですね、基本的にデータを、ここはまず、統計の会議ですので、しっかり正確な統計を

スピーディーに集める仕組みを確立して、そのデータを港湾の競争力強化とか、そういっ

たところに役立てていきたいというところが、私どもが、サイバーポートの統計に関して

言えば、持っているところです。 

 そのほかに竹林審議協力者がおっしゃっていたようなところでいくと、ほかに物流分野

みたいな、民間事業者間の手続の電子化を支援するようなところもやっておりまして、そ
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ういうところというのは、まさに日々の動きみたいなところが、プラットフォームに上が

ってまいりますので、そういったところの動向などを見るというのは、統計とはまた違っ

た日々の活動みたいなところをリアルタイムに近い形で把握するような形、これも政策を

進めていく上では役に立つ部分かなと思っております。 

○菅部会長 ありがとうございます。統計委員会は、政府のシステムの在り方を議論する

場所ではなくて、それは所与で、それがあるという前提で、調査の在り方、その上で調査

をどうするかというところの議論、政府のシステムの在り方を議論するのは別の形、例え

ば、どこか別の審議会のところで検討するというのが基本的な建て付けだと思うのです。

それは重要だという話と、統計委員会で議論するかというのは、また別の話だと。 

 伊藤委員、挙手されておられます。 

○伊藤委員 すみません、伊藤ですけれども、まず、部会長がおっしゃるように、確かに

統計委員会の場で、政府のシステムの在り方を議論する場ではないのですけれども、そも

そもの根本的なシステムがしっかりいいものができていないのであれば、ただ単に、統計

の回答をより効率的に集めるために、そのシステムに入れというのもおかしいのではない

かと思います。なので、この場でシステムの在り方を議論はしなくていいと思いますが、

そもそものところで、しっかりいいシステムを作っていただかないと、統計回答者に対し

て、これを使って統計に回答するようにということも強く言えないし、メリットも強調で

きないと思うのですよね。 

 良いシステムを作るべきという意見をどこに言えばよいのかよく分からないのですが、

統計に回答する部分も含めて、全体のシステムをしっかり使いやすく、メリットの大きい

ものにすべきということは、統計委員会からも強く言っていいのではないかと、言うべき

ではないかと思います。 

 先ほど、竹林審議協力者にお話をお伺いしたのですけれど、そもそも世界標準に全然追

いついていなくて、まずは世界標準に近づいていくという段階だということであれば、統

計への回答のしやすさ云々というよりは、まずは、皆様にシステムにきちんと入っていた

だいて、まずは世界標準に近いシステムを作っていくのだと、そこからまず、しっかり推

進すべきという印象を受けました。 

 何となく、すごく小さいところというか、統計への回答という、システム全体からみて

相対的に小さいところだけを早くやれと推進するよりは、そもそももっと大きなところで、

皆様がきちんとシステムに入ってくれないと世界標準のシステムに近づけないのだという

ことをしっかり伝えないといけないのではないか、そういう印象です。 

 以上です。 

○菅部会長 どちらかというと、もうそこまで来ると政治の世界なのです。だから、そう

いう、ある種の政治として、そういう議論がなされている場所が日本にもきちんとありま

すので、そういうところで発言していかないといけないのではないかと。 

 統計委員会は、あくまでも統計というものを作るということに重要な役割を担っている

わけで、そこの範囲内で議論していかないと、そこになってくると政治に入ってきてしま

うと思いますね。 



 -14- 

○山形総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 事務局でございます。いろいろ

広い、大きな課題についても御意見いただきまして、ありがとうございます。 

 一方で、限られた時間の中で、今回、港湾調査の変更が良いかどうかという御審議をお

願いしている場でもございますし、その一方で、その背景にあるサイバーポートという大

きなものの大きなビジョンというのを進めなければいけないという御議論もごもっともで

ありますが、ただ、それを真正面から議論する場ではないということも、御理解を是非い

ただきたいと思います。ですので、伊藤委員や竹林審議協力者の非常に強いエールを頂き

ましたので、それを是非とも今後、サイバーポートの設計なり管理なりに、真正面から携

わっていただきます国土交通省に、強い要望を頂いたということを受け止めていただいて、

是非御意見を生かしていただければと、事務局としては考えます。 

○菅部会長 ほかに御意見ありますでしょうか。 

 それでは、資料２の審査メモの残りの論点について、審議に進めたいと思います。まず、

審査メモの３ページ、「（２）調査方法の変更」について、事務局から前回の委員会での審

議状況のまとめをお願いいたします。 

○永井総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室副統計審査官 事務局でござい

ます。 

 まず、資料２の審査メモの５ページのところでございますけれども、前回の部会では、

まず、「（１）本調査の実施体制」の議論と、それから、「（２）調査方法の変更」の部分に

入りまして、５ページにあります、「（２）調査方法の変更」に関しましては、論点として、

ａからｆまで、それから、次のページに、もう一つ、ａ、ｂということで２点ございます

が、前回の部会では、論点ｃまで御審議いただき、その途中になっているというような状

況でございました。 

 論点ｃに関しまして、国土交通省からの回答ということで、資料３で御回答いただいて

いたかと思います。資料３の５ページのｃの部分でございますが、サイバーポートの導入

によりどのような効果が見込まれるのか、特に報告者負担の軽減や、港湾管理者の業務負

担の軽減はどうかということでございまして、国土交通省からの回答としましては、報告

者負担の軽減ということについては、ＮＡＣＣＳデータとの連携によって、記入項目の最

大９割が自動に埋まるとか、あるいは入力支援機能等によって、作成時間の削減が見込ま

れるとか、あるいはシステムで自動的にエラーチェックする機能があるとか、このような

負担軽減があるとの御説明でした。 

 また、港湾管理者の負担軽減ということに関していいますと、これまで紙とか電子とい

ろいろな形式だったものが、ＡＩ－ＯＣＲとかドラッグ＆ドロップで取り込めるとか、あ

るいは、システム上で疑義照会ができるとか自動集計ができるなど、いろいろなメリット

があるという御回答があったかと思います。 

 これにつきましては、前回の議論でどういった御意見があったかということで、本日、

席上配布資料ということで、皆様にお配りしております、これは正式な議事録ではござい

ませんで、事務局で便宜、作成したものでございますので、未定稿版ということで御了承

いただければと思いますが、席上配布資料６ページのところで、下の論点ｃというところ
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でございます。 

 これにつきまして、菅部会長から試験導入が行われたことは評価したいが、サンプルが

少し小さいとの御指摘があったほか、竹林審議協力者から、先ほどもありましたインセン

ティブというお話で、導入するインセンティブというのはＢｔｏＢのところが大きいので、

このような部分の情報開示とフィルタリングができれば、かなりインセンティブというも

のが付与できるのではないかとの御意見がありました。 

 松村委員からは、ＮＡＣＣＳのシステムの利便性についていた課題があるのかどうかと

いった御質問がありました。 

 最後に、小西臨時委員からは、ミスを自動的にチェックするということもあるので、チ

ェックリストを作ることと関連づけた書きぶりというのがあればいいのではないかと、こ

のような御意見があったと記憶をしております。 

 もう一つ、資料３の部分に戻っていただきまして、残りの論点の部分でございますが、

まず、ｄのところ、ＮＡＣＣＳを利用した電子申請率はどの程度で推移しているのか。ま

た、どのようにして電子申請率の向上を図るのかということで、国土交通省から、申請率

につきましては、入港届で70％、係留施設で40％というような御回答がありました。次の

ページに移りまして、実際どうやって向上を図っていくのかということで、ここではＮＡ

ＣＣＳに今後付与される「バースウィンドウ」機能を呼び水にして、電子申請率の向上を

図っていきたいというような回答があったということでございます。 

 次のｅの部分、独自システムを利用している港湾はどの程度あるのか、サイバーポート

への移行をどのように働きかけるのか、これはまさに今、御議論があったようなところか

と思います。御回答としては、今、独自システムを使っているというのは、甲種で48港湾、

乙種で52港湾ということでございます。 

 次のｆのところでございますが、サイバーポートの利用を促進することにより、調査員

調査や郵送調査を含む調査方法や実施体制の効率化に今後、どのように取り組んでいくの

かということでございまして、御回答としては、サイバーポートの利用が促進されれば、

今すぐというわけにはいきませんが、将来的には、調査員調査や郵送調査の見直しの余地

もあるというようなことでございました。 

 それから、（２）の部分、これは郵送調査の追加に関連してということで、論点が２つで

ございました。 

 まず、ａとしまして、前回、導入されました、e-Survey、これが使われていない状況に

ついて、どのような理由が考えられるのかということで、御回答としては、特に長年、港

湾調査に協力されているところについては、紙で報告するというところに特に支障を感じ

ていないようなところが多いのではないかという御回答だったかと思います。 

 それから、次のｂの部分でございますが、報告者からの調査票の提出方法が多岐にわた

っていますが、今後、どのようにサイバーポートの利用を働き掛けていくのか。これも、

まさに今、議論があったところかと思いますけれども、次の８ページの回答としましては、

先ほどから御説明もありますが、サイバーポートによって、作業時間の短縮などのメリッ

トがあり、そういった部分を説明会の場で周知していくというようなお話だったかと思い
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ます。 

 先ほど、国土交通省からも御回答ありましたが、現在、例えば、共通集計システムを使

っているところについて、働きかけを進めていくといったことが今後の対応になってくる

のかなと思っております。 

 ということで、前回がこのような部分で御説明と御議論があったということでございま

すので、部会長、よろしくお願いいたします。 

○菅部会長 それでは、前回部会で引き続き、論点ｃ以降の論点について、御質問、御意

見をお願いいたします。挙手をお願いいたします。特にありますでしょうか。１個ずつい

きます？ それでは、１個ずつ行こうということですので、１個ずつ行きたいと思います。 

 まず、ｃです。サイバーポートの導入により、どのような効果が見込まれるか、特に報

告者負担の軽減や港湾管理者の業務負担の軽減はどうかについて、御意見、御質問等あり

ますでしょうか。特にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ｄに行きましょう。ＮＡＣＣＳを利用した電子申請率はどの程度で推移しており、どの

ように向上を図るのか、これについては、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 次にｅ、調査対象港湾のうち、独立システムを利用している港湾はどの程度あるのか、

また、港湾管理者に対して、サイバーポートへの移行をどのように働きかけるのかという

ことですけれども、これについては、いかがでしょうか。 

 松村委員、よろしくお願いします。 

○松村委員 ありがとうございます。６ページの図１なのですが、独自システムを使って

いる、共通集計システムを使っている、その他Excelなどがあって、システムを利用してい

ないという凡例があります。これは特に乙種だと、最もウエイトが高いのですが、これは

具体的にどうしているということなのですか。システムやExcelも利用していないという

のは。 

○菅部会長 よろしくお願いいたします。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 特に、乙種は、入港船舶

数とかが非常に少ないので、調査の対象者も非常に少ないですし、調査票の枚数も少ない

ということで、基本的には手集計ということになると聞いております。 

 以上です。 

○松村委員 手集計というのは、Excel等もなくて、方眼紙か何かで取りまとめているとい

うことなのですか。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 提出された調査票をベー

スに、集計表にまとめていただいているということになります。 

○松村委員 そういう方々も将来的にはサイバーポートに移っていただくように努力する

のですね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 今回、サイバーポートの、

我々の国土交通省側のメリットというか、考え方の１つとして、後ほど出てきますが、調

査票情報の永年保存というのがございますので、これにつきましては、サイバーポートが

受皿になって、各港湾、提出された調査票をサイバーポートに蓄積していくということに
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なりますので、これまで手集計なり、Excelなりで設計をしていただいている港湾について

も、サイバーポートを利用していただいて、報告者から報告をしていただくのが理想です

が、仮に紙で出たり、メールで出てきたものについても、こちらのサイバーポートの方に

データを入力していただいて、調査票情報として蓄積をしていただくということを考えて

ございますので、先ほど共通集計システムを使っている方には、少なくともお願いしたい

というような言い方をややしてしまったところがあるのですが、それだけではなくて、全

体の港湾管理者の方にお願いをして、サイバーポートを使っていただきたいという働きか

けはしていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○菅部会長 どうもありがとうございました。 

 よろしいでしょうか、ほかに御意見。伊藤委員、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 伊藤です。どうもありがとうございます。 

 今の箇所と、あと、先ほどのｄの１個手前のところとも関連する御質問で、私が多分サ

イバーポートの中身をよく分かっていないところもあるのですが、船の入港、出港をデジ

タル化していくという方向なのだと思うのですけれど、乙種の比較的小さい港湾まで全て

デジタルで管理していくという話にはなっていないのでしょうか。先ほどの外航船舶につ

いては、ＮＡＣＣＳで情報がかなり入っているけれども、内航船舶については、ＮＡＣＣ

Ｓからも情報を取れないといったことが、１個上のｄのところにも書いてあります。内航

船舶とか小さい港に出入りする船舶についても、全てきちんとデジタルで情報を入れてい

くことには、そもそもなっていないのでしょうかというのが、御質問です。 

 もしも小さい港も全てデジタルに移行するということが決まっている方向性なのであれ

ば、遅かれ早かれ、小さい港も入っていかざるを得ないということになると思うのですよ

ね。統計調査のところから働きかけるというより、そもそも大きなところで、小さい港湾

も含めた全ての入出港の管理をデジタル化するというふうになっていないのですかという

のが、質問です。 

 具体的にｅのところの、統計に関連する質問ではないとは思いますけれども、そもそも

のところで、小さい港の情報もしっかりデジタル化するということになっていないのか、

教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○菅部会長 質問の内容は、どうもサイバーポートを小さい港もやる予定はあるのか、見

通しはあるのかどうかということ……。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 多

分、質問の御趣旨は、そもそも入出港のデジタル化が進むのであれば、そこでデジタル化

された情報が整って、それを統計に利活用するという流れになるので、そもそもの大方針

として、統計のために入出港届のデジタル化を進めるという話ではないのではないですか

ということだと思っております。 

 実際、どうなのかというところなのですけれど、私も正確な情報の持ち合わせがないの

で、不確かなことも申し上げられないのですが、方向性としては、多分そういうことなの
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だと思うのですけれども、では、いつまでにそれを何％にするとか、何かそういう感じの

ところが、あまりイメージが湧かないのですよね。 

○菅部会長 だから、具体的な、多分タイムスパンとしては、かなり先になりそうだとい

う感じなのか、そういうことなのですかね。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 そ

こは申し訳ございません、今何かかっちりとしたものがお答えできないので、方向として

は、私もそういうことなのではないかと思いつつ、ただ、いつまでに何％とか、目標値み

たいなものがあったか定かではないので、また、別途、回答という形とさせていただきた

い。 

○菅部会長 一般的に、統計のためにシステム整備するというのはまず、考えにくいです

よね。業務として、ものすごく効率化が進むことが分かったら、そういうデジタル化が進

んで、結果的に統計にそれが利活用できるというのは、何度か私も国土交通省の統計に関

わって、そういう場面に、要するに行政協力が、急に整備が進んで、すごく統計の役に立

ったという例は見たことあるのですけれど、統計のためにやってくれといって、政府のシ

ステムが画期的に変わるというのはまず、考えにくい。ほぼインセンティブがないと考え

ていいと思うのです。 

 だから、なかなか、今の御質問は恐らく政府のシステム全てのデジタル化が進めば、す

ごく統計にとってもいいことだし、効率化も進むのではないかという話なのだと思うのだ

けれども、どうなのですか。 

○山形総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 事務局ですけれども、伊藤委員

の御質問を私なりに解釈すると、例えば、小さい港で入出港の届けを紙で出したときに、

そういう情報というのを、そこの小さい港の港湾管理者というのはどうやって管理してい

るのか、紙のままファイルにとじているのか、何かしらデータで保存しているのか、結局

データが最終的にデジタルになっているのか、それプラス、今後、その手続自体をデジタ

ル化していきましょうという政府の何かしらの動向があるのかどうかという御質問が含ま

れていたように思うのですが、今にわかにお答えできないとしても、お時間があれば、国

土交通省の方でお調べいただくことができるものなのですか、この点について。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 一

応、計画があって、やはり100％を目指すとはなっているのですけれども、期限は設定され

ていません。 

○菅部会長 だからいつになるかは分からないけれども。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 も

ちろん、手続を100％電子化するという旗を掲げてはいます。 

○菅部会長 掲げてはいるということですね。 

○仙崎国土交通省港湾局港湾経済課港湾情報化企画室（兼サイバーポート推進室）室長 そ

のような状況でございます。 

○菅部会長 非常に答えづらいのですけれども、すごく難しいのは、伊藤委員おっしゃる

とおり、統計のためにシステムを整備しろというのはかなりハードルが高いのです。つま
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り、そこまで統計のために努力するというよりは、業務の効率をというか、そちらの方が

最初に来るので、おっしゃられた統計から働きかけてもあまり、そういう例で、行政のシ

ステムが改善するというのは、ほぼないという理解でいいと思いますね。 

 どうしましょう。では、そういう形でよろしいでしょうか。それとも、ｅに関する質問

というのは、結局どのように、サイバーポートへの移行を働きかけるかということなので、

これに関しては、ここに書かれている形で働きかけを行うということですので、それを進

めていただきたいということです。よろしいでしょうか。伊藤委員は声が聞こえないみた

いです。 

○伊藤委員 すみません、発言してはいなかったのですけれど、手を挙げていて、今、よ

ろしいでしょうか。 

○菅部会長 はい。 

○伊藤委員 今の点と、先ほどのＮＡＣＣＳで内航船舶が入っていないという点も合わせ

てなのですけれども、やはりそちらの方を、まずはデジタル化するということを進めてい

く方が先ではないかという印象です。そちらがデジタル化すれば、先ほどもいろいろおっ

しゃってくださっているように、もしかしてこの統計調査にわざわざ回答しなくても、シ

ステムの方である程度把握できてしまうということにもなるのではないかと思うのですよ

ね。 

 この会議は、入港、出港までをデジタル化するかとか、そういうことを話し合う場では

ないですけれども、そちらをもっと積極的に早く進めてくださいということは、こちらか

ら言えるのではないかと思います。そちらが進めば、あまり統計の方でサイバーポートに

移行してくれということをわざわざ一生懸命言わなくても、もっと自動的に移行できるの

ではないかと思います。統計委員会側からも、小さい港まで全てデジタル化するという方

向をもっと加速して、しっかりやってほしいと強く要望していいのではないかと思います。 

 以上です。 

○菅部会長 統計委員会が諮問されているのは、サイバーポートを活用してどうやって統

計を作るかということに関して、国土交通省の提案に対して諮問するわけです。仕組みを

変えるというのは、国土交通省のＮＡＣＣＳ及びサイバーポートのシステムについてどう

考えるかという諮問ではないのです。 

 それを諮問して、それに対して答申したところで、質問と答えになっていないのです。

質問は、あくまでも総務大臣からの諮問は、サイバーポート及びＮＡＣＣＳを活用した統

計調査の活用の在り方について国土交通省が提案をなさっていて、それに対して、我々は

それが適切であるかどうかをまず、答えなければいけないのです。それが最初なのです。 

 その上でどうあるべき、そうしたら改善するのではないかというのはあるかもしれない

けれども、それは、国土交通省にきちんと交通政策の審議会がありますので、そこで御検

討いただくのが適切なのです。 

 小西臨時委員、挙手されておられます。 

○小西臨時委員 よろしいですか、菅部会長。 

○菅部会長 はい。 
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○小西臨時委員 途中のようですが、大丈夫ですか。 

○菅部会長 いいですよ。 

○小西臨時委員 資料３の６ページ、ｅです。このグラフは、とても大事だと思います。

しかし、ややわかりにくい点があります。円グラフの角度で数字の高低を見るのは、人間

の目はあまり得意ではなく、乙種港湾が甲種の２倍以上あるので、港湾の規模と調査手段

の違いを比較することがこれらのグラフでは難しいです。このグラフは非常に意味がある

ので、48港湾と52港湾は、数は似ていても、分母となる港数が違うとこれだけ面積が変わ

るので、もう少し見やすい形にして、甲と乙の調査方法の現状がわかりやすい形にしたほ

うがよいと思います。面積よりで表す円グラフより、棒グラフでの比較が良いと思います。 

 その意味でいうと、ｃでの議論と重複しますが、私たちは部会を通じてサイバーポート

導入が全港湾に一斉でないことがわかっています。しかし、例えば統計委員会の他の委員

や一般の方は、サイバーポートは全部の港が対象だと思う方がいらっしゃると思います。

ですので、先ほどのグラフ等の客観情報を使い、現状をきっちり書いていただきたいです。

サイバーポートは、大きな港、外貿、ＮＡＣＣＳと親和性があり導入可能性が高く、それ

以外の港湾、つまり内貿や小さい港のものは、即時導入が困難であるということが、客観

的な数値とも説明されれば、状況が分かり、今後何が課題なのかというのが明らかになる

のではないかと思います。 

 これはコメントなので、以上です。ありがとうございます。 

○菅部会長 48と52というのが同じ赤なのに違って見えるということなので、やるとする

と、帯グラフを２つ並べるようなのは考えられますけれども、それは少し国土交通省の方

で、どうぞ。 

○山形総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 恐らく小西臨時委員がおっしゃ

っていることは、６ページの円グラフで言えば、こういう現状において、今後のサイバー

ポートへの移行にハードルが低いところ高いところという関係が分からないということな

のかなと私は理解したのですけれど。 

○小西臨時委員 そうです。だからもったいないと言っているのです。 

○山形総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 現状において、この部分はサイ

バーポートに恐らくスムーズに、シームレスに移行できるのではないか、この部分は非常

に、まだまだ時間がかかるのではないかみたいなところの説明がもう少し欲しいというよ

うな御指摘だと理解をしました。 

○小西臨時委員 そうです。 

○山形総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 もし工夫できるようであれば、

要するにサイバーポートを全港に、全国の規模を問わず、甲種、乙種問わず、一律に普及

させるというおつもりなのか、それとも、意向を今、調査されているというところですけ

れども、それベースで、かつ大きい港を中心に働きかけていくといった戦略があるのか、

何かしらの御説明が追加できるのであれば、次回、お願いできればなと思っております。

少し難しいようであれば、また御相談をさせていただければと思っております。 

○小西臨時委員 そうですね、それでありがたいです。このグラフは、この部会の資料の
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中でも数少ない大事な客観的数値です。なので、有効活用していただきたいし、今、山形

統計審査官がおっしゃったみたいに、これをベースにして、今行われている導入のための

調査でも、やはり手を挙げたところは大きいシステムが入っているところだよねと確認も

できるので、是非有効活用して頂きたいです。 

○山形総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 それからもう１点、御発言をお

許しいただけるようでしたら、先ほどの伊藤委員の御指摘に関して、私も少しお話しさせ

ていただくとすれば、恐らく伊藤委員は、議論が今、港湾調査の改善というところに絞ら

れているので、そこからサイバーポート導入というところに行き着くのは限界があって、

どうしても原点の行政手続がそもそも電子化されていないところというのに障害が生じて

しまっている。そして、もしそれができるのであれば、港湾調査そもそもの在り方にも、

こういう調査そのものをしなくてよくなるという世界があるのではないかと。これは竹林

審議協力者の先ほどおっしゃったことと共通すると私は理解したのですけれども、この点

について、伊藤委員の御指摘は、恐らくこの調査の改善を議論するに当たって、そういう

視点も大事ではないか、将来的には非常に重要ではないかという御指摘だと承りました。 

 ただ、そういった行政手続の電子化とか、あるいはシステム全体の話は、統計委員会の

射程かと言えば、そこは真正面から議論する場としては、少し外れるのではないかと思い

ます。しかし、港湾調査の将来像というか、議論する上では、是非欠かすことができない

ものでないかなと私は認識をしましたので、統計の部分を議論している場でもこのような

意見があったということは、是非国土交通省にも受け止めていただいて、行政手続の電子

化やシステムの改善というようなところにも生かしていただければと思います。 

 前回の統計委員会の場で、椿委員長からも、そもそも行政手続と密接にこの調査が関係

しているので非常に議論が難しいけれども、是非御議論をお願いしたいというようなコメ

ントがございました。一方で、今、私どもがこの場で諮問申し上げているのは、来年１月

から港湾調査にサイバーポートを入れていいですか、その承認をしていいですかという御

議論をお願いしているので、そういうことも御理解いただいた上で、是非精力的な御審議

をお願いできればと思います。 

 私からは以上です。 

○菅部会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、時間もありますので、次の議論に入りたいと思います。最後の論点ｆですが、

サイバーポートの利用を促進することにより、調査員調査や郵送調査を含む調査方法や実

施体制の効率化に今後どのように取り組んでいくのかということなのですが、これについ

ては、御意見等ありますでしょうか。 

 ここに将来的には調査員調査、郵送調査を含む見直し等の余地もあると書いてあるので、

将来的には、先ほど伊藤委員が言ったように、そのようになるかもしれないです。私の理

解では、進むときは、ある日突然どんどん進むのだろうけれども、簡単に今、いつできま

すとは言いづらいということなのだろうと思うのですが、いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 それでは、次のウ郵送調査の追加についての論点ａです。e-Surveyは、令和２年１月分



 -22- 

調査から調査方法に追加されたが、報告者から選択されていない。利用がゼロの理由とし

ては、どのようなことが考えられるかということなのですが、これについて御回答いただ

いておりますが、御意見等ありますでしょうか。これは利用者がいないということですね。

紙による報告等で特に使用されていないので、使えませんでしたということです。よろし

いでしょうか。 

 では、次の論点ｂに行きましょう。報告者からの調査票の提出方法が多岐にわたってい

るが、国土交通省が準備した統一的なシステム、e-Survey等を用いずに、各種の提出方法

を選択する報告者に対して、サイバーポートの利用をどのように働きかけるのかというこ

とで、これについてはいかがでしょうか。説明会等でなるべく使ってくださいと働きかけ

ていきますということですので、なかなかそうは言っても移ってくれそうにないなという

雰囲気がよく伝わりますけれども、何とかそのように持っていきたいということです。質

問等ありますでしょうか。 

 それでは、その次、審査メモの６ページ、「（３）調査票情報の保存期間及び保存責任者

の変更」についてですが、この部分は前回答申で指摘された今後の課題と関係するもので

す。それでは、事務局から審査状況の説明をお願いいたします。 

○永井総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室副統計審査官 それでは、資料

２の６ページの部分でございます。「（３）調査票情報の保存期間及び保存責任者の変更」

ということで、変更内容としましては、都道府県において保存されている調査票情報を、

国土交通省においてサイバーポートに一元的に永年保存するというものでございます。 

 審査状況でございますが、本調査では、計画上、平成22年１月分から集計表を収録した

電磁的記録を国土交通省が永年保存するということにしておりましたが、調査票の内容を

記録した電磁的記録の保存に関する記載は特に設けられていないという状況でございまし

た。これにつきましては、注にもございますが、情報のデータ量が非常に多くて難しかっ

たということで、２次利用の観点から、都道府県から提出される集計表を基に作成した集

計用電磁的記録を永年保存してきたというような経緯がございます。 

 一方で、毎月勤労統計調査の不適切事案を受けた統計委員会の建議、令和元年６月でご

ざいますが、都道府県や民間事業者などの国以外の主体が保有、整理、管理しているため

に、永年保存されていない調査票情報等について、国に集約して保存するということが指

摘されております。 

 これを受けまして、令和元年の港湾調査の答申におきまして、調査票情報の二次的利用

の促進、それから調査プロセスの透明性の確保の観点から、調査票情報の保存管理に関す

る検討課題として、都道府県における調査票情報等の保存管理の実態を把握した上で、可

能な限り、早期に国土交通省における調査票情報等の永年保存の仕組みを整備するという

ことが、前回、今後の課題として、指摘をされていたということでございます。 

 これを踏まえまして、国土交通省の方で、令和元年12月の事務連絡でもって、都道府県

に保存期間の延長を取るように依頼をしたということでございます。また、令和２年２月

にアンケートを実施したときには、調査票情報の保存、管理する上で、幾つか課題が確認

できたということでございます。 
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 まず、①としましては、規模の大きい港湾では、データ量も膨大ですので、調査票の授

受がなかなか難しい。②としましては、紙媒体で集計を行っているのは、小さい港湾だと

思いますが、電子化に関わる業務増加の懸念がある。③としましては、独自システムを構

築している港湾におきましては、外部集計機能がないような場合、システムの改修が必要

になるというような課題が確認されたということでございます。 

 ７ページに移りまして、国土交通省では、今後、調査票情報につきましては、いずれか

の方法により、令和６年１月に運用するサイバーポートを利用して、一元的に永年保存す

るということを計画しております。まず、サイバーポートを導入する港湾に関しまして、

当然、サイバーポートを利用すれば自動的に蓄積されますが、サイバーポートを利用せず

に提出された調査票というのもあろうかと思います。そういった場合につきましては、例

えば電子調査票であれば、ドラッグ＆ドロップ方式により、あるいは、紙であればＡＩ－

ＯＣＲという形で読み込むということで、統計調査員がサイバーポートに取り込むという

ことになります。 

 一方で、独自システムを利用して、継続するような港湾につきましては、統計調査員の

方がＣＳＶファイルで出力した上で、サイバーポートに取り込む、あるいは、ファイル連

携の方式によってサイバーポートに転送することになっております。 

 このようなことを踏まえまして、今回の申請では、表２のとおり、調査票情報の保存期

間及び保存責任者を変更して、調査票の内容を記録した電磁的記録については、国土交通

省において永年保存する形になっております。表２のとおり、変更案のところで、調査票

内容を記録した電磁的記録が追加をされる形になっております。 

 これについては、令和元年答申の今後の課題に対応するものでありまして、事務局とし

ましては、おおむね適当ではないかと考えておりますが、本日の部会では、以下の点につ

いて、御議論いただければと思っております。 

 まず、論点のａとしまして、調査票の内容を記録した電磁的記録につきましてですが、

（a）都道府県における現在の保存状況はどのようになっているのか。令和元年の12月20日

付の事務連絡に基づきまして、平成29年１月分以降の調査票情報については、全ての都道

府県において保存されているのかどうか。 

 それから（ｂ）としましては、サイバーポートでの一元的な保存は、令和６年１月分の

データから漏れなく遅滞なく行っていくのか。現在、都道府県が保存している過去の調査

票情報等については、どのように取り扱うのか。それから（ｃ）としましては、都道府県

では、これまで調査票情報の保存をどのように行っていたのか、今回、サイバーポートに

調査票情報を一元的に保存することに伴い、統計調査員や都道府県の業務負担が増加し、

業務が滞るおそれはないのか、また、作業誤りの防止、負担軽減の観点からどのような対

応を行う予定かというところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○菅部会長 それでは、各論点について、調査実施者から回答をお願いいたします。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 それでは、資料３の８ペ

ージです。（３）の（ａ）でございますが、都道府県における現在の保存状況はどのように
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なっているのかということと、令和元年12月20日付の事務連絡に基づき、平成29年１月分

調査以降の調査票情報等については、全ての都道府県において保存されているのかという

ことでございます。 

 回答でございますが、現在、都道府県には、令和元年12月20日付の事務連絡、「港湾調査

における調査票の保管について（依頼）」という事務連絡に基づきまして、サイバーポート

が構築されるまでの間、調査票情報等について、破棄せずに保管していただけるように依

頼をしているところでございます。 

 今回、当該事務連絡に基づく調査票情報等の保存状況を確認いたしました。その結果、

システム更改時に誤ってデータを削除してしまった、あるいは、担当者が異動時に引継ぎ

が適正に行われずに破棄されてしまった等の理由により、甲種で17港湾、乙種で56港湾の、

合わせて73港湾で、平成29年１月分調査からデータが保存されていないということが分か

ったところです。 

 申し遅れましたが、前回の部会の資料で、一部、詳細調査中ということだったのですが、

今回、調査結果が分かりましたので、その部分、若干追記して書かせていただいておりま

すので、後になりましたが、御報告させていただきます。 

 結果、73港湾で、平成29年１月分調査からデータが保存されていないということが分か

りました。ただ、平成29年３月分調査以降とか、同年の４月分調査以降等、保存されてい

るデータの時期がまちまちであるというところも確認がされているところでございます。

これらの港湾に対しましては、現在保存されているデータ以降のものは破棄せずに、しっ

かり保管していただくように改めて依頼をしているところでございます。 

 １点補足をさせていただきますと、現在、調査票につきましては、各都道府県において、

２年間保存することになっておりまして、これを守っていないところはございませんでし

た。これについては、補足させていただきたいと思います。 

 続きまして、（ｂ）でございますが、サイバーポートでの一元的な保存は、令和６年１月

分の調査から漏れなく遅滞なく行っていくのか、現在、都道府県が保存している過去の調

査票情報等については、どのように取り扱うのかというところでございます。 

 回答でございますが、サイバーポートでの一元的な保存につきましては、報告者がサイ

バーポートで提出していただける場合につきましては、サイバーポートのシステム内に調

査票情報が蓄積されるということになります。サイバーポートを利用せずに提出された調

査票につきましては、電子調査票であれば、当該ファイルをドラッグ＆ドロップ方式によ

り、また、紙での調査票につきましては、ＡＩ－ＯＣＲ方式によって、調査員がサイバー

ポートに取り込むことで、システム内に調査票情報が保存されるということになります。 

 また、独自システムを使用している港湾につきましては、独自システムから統一的なフ

ォーマットでデータを出力していただいて、その情報、データをサイバーポートに取り込

むことで、一元的な保存を実現したいと考えてございます。 

 報告者がサイバーポートで提出する場合や、電子調査票や紙で調査票を取り込んで、サ

イバーポートを集計する場合は、令和６年１月分のデータから漏れなく遅滞なく保存が行

われるものと考えてございます。 
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 なお、独自システムを使用している港湾におきましては、当該システムがデータ外部出

力機能を有していない港湾がございますので、統一的なフォーマットでの出力機能を構築

していただくことが必要になります。現在、システム改修に係る予算要求等の必要な準備

を行っていただいているところでございます。システム改修が必要となる一部の港湾につ

きましては、データの外部出力機能が構築され次第、漏れなく保存に対応していただくこ

とになります。 

 なお、過去の調査票情報につきましても、原則サイバーポートに取り込む方向で考えて

いるところでございます。 

 続きまして、（ｃ）でございますが、都道府県では、これまで調査票情報等の保存をどの

ように行っていたのか、今回、サイバーポートの調査票情報を一元的に保存することに伴

い、統計調査員や都道府県の業務負担が増加し、業務が滞るおそれはないか、また、作業

誤りの防止や負担軽減の観点からどのような対応を行う予定かということでございます。

回答でございますが、調査票情報等の保存につきましては、当省から提供しております、

共通集計システムを利用している都道府県におきましては、当該システム内に情報が蓄積

される仕組みになってございます。また、独自システムを用いております都道府県におき

ましては、当該独自システムの中にデータが蓄積されていることになってございます。 

 サイバーポート導入後の作業量についてですが、共通集計システムを利用している港湾

につきましては、取り込み先がサイバーポートに変わるだけでございますので、実質的に

作業量が増えることはないと考えています。 

 現在、共通集計システムには実装されていない、紙で提出された場合の調査票の取込に

ついては、ＡＩ－ＯＣＲで取り込む機能等が追加されることになりますので、作業誤り及

び、作業量が減少するものと考えているところでございます。 

 独自システムを活用しているところにつきましては、独自システムとサイバーポートを

システム間で連携していただくことのほか、調査票情報を出力していただきまして、それ

をサイバーポートに取り込むことによってデータを入力することになります。 

 後者の場合につきましては、作業が新たに発生することになるのですが、作業内容とい

たしましては、独自システムから統一フォーマットで出力した後、サイバーポートにファ

イルをアップロードすることで対応することを予定してございますので、統計調査員や都

道府県の作業負担は増加しないものと考えているところでございます。 

 以上になります。 

○菅部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただ今の御説明に対して、御質問、御意見をお願いします。 

 それでは、私から１つ、令和６年１月から永年保存されると、その前のものは永年保存

されるのですか。それとも令和６年からのが永年保存される。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 令和６年１月からは本格

運用しますので、そこはもう必ず入っていくと。それ以前に、事務連絡を出していますの

で、そのデータについても、過去に遡ってデータを入れていただくことになります。 

○菅部会長 そうすると事務連絡が出た令和元年からのデータが、一部欠損はあるけれど、
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永年保存されると。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 そうですね。令和元年に

出しましたので、その時点で、本来、２年間過去に遡ってデータを持っているはずですの

で。 

○菅部会長 ２年前ということなのですね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 平成29年ということに。 

○菅部会長 平成29年、だから事実上、令和６年の時点では、８年分くらいのデータが今

後、永年保存されますということですね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 少なくとも、その部分に

ついては、入れていただきたいと。 

○菅部会長 令和６年から過去２年間は欠損がございません。要するに消えてしまったの

がないですということですね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 そういうことです。 

○菅部会長 そういう理解ですね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 左様でございます。 

○菅部会長 分かりました。状況は理解いたしました。質問、御意見等ありますでしょう

か。 

○松村委員 よろしいですか。 

○菅部会長 松村委員、よろしくお願いいたします。 

○松村委員 御説明ありがとうございました。今、部会長からの質問にもありましたけれ

ども、先ほどあった、６ページのところの円グラフの、乙種の、要はシステムを利用して

いない紙でやっている219港も、過去８年分ぐらい手作業で取り込んでいくことになるの

ですか。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 データ化されていないと

ころについては、データで入れていただくことになります。 

○松村委員 そうすると、結構な作業になるような気もするのですが、それは大丈夫です

か。特段、作業員の負荷はありませんというお話だったのですけれども。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 そういう意味で、負荷が

全くないかどうかということに関して言うと、やはり入力する作業は発生するのですが、

特に手作業でやっている港については、甲種も一緒なのですが、基本的に取扱量が非常に

少ないということですので、調査票の枚数的なものも非常に少ない、調査の対象者も２者、

３者ということになりますので、調査票の枚数も少なくなってくることになりますので、

その分の負担掛ける、乙種ですと年１回の調査でございますが、それが、６年分とかなる

と、20枚とかなるのかもしれませんが、そういう意味での負担感ということであれば発生

はするかと思いますが、外注に出すとか、そういうところまでの負担もなく、作業できる

のではないかと考えているところでございます。 

○菅部会長 これは１年分まとめて送るのですか。それともリアルタイム、要するに、サ

イバーポートのものはリアルタイムで国土交通省に送られていくということなのか、デー
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タが送られるのかと思うのですけれど、そうではないところは１年分をまとめて送るとか

そういう仕組みなのですか。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 失礼しました。甲種と乙

種で分けた話なのですが、まず、甲種は毎月の調査でございますので、リアルタイムで送

られます。乙種は、年１回の調査という違いがあるということでございます。 

 甲種という意味では、数が少ないといえ、毎月数者掛ける12か月と、それが何年という

ところはございます。そういう意味で、調査票情報を永年保存するということが前提でお

願いをすることになりますので、今後は手作業ではなくて、サイバーポートを利用してデ

ータを入力していただくという方向で、港湾管理者の方々にお願いしていきたいというと

ころではあります。 

○菅部会長 では、乙種は１年分、紙のものを持っているという感じのイメージなのです

ね。それで１年で集計した分を送ると。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 そうですね、毎月の入港

船舶数も非常に少ないですし、ただ、港湾管理者として、入港船舶の内容をもちろん把握

してございますので、それをまとめた形で、年１回、報告いただくという形になります。 

○菅部会長 分かりました。 

○松村委員 よろしいですか。 

○菅部会長 どうぞ。 

○松村委員 御説明ありがとうございました。 

 乙種の場合は担当者も少ないのでしょうが、入港船舶も少なくて調査も年１回なので、

極端な負荷にはならないと。一方甲種の方は、19港ぐらいあるわけですが、そこは調査が

毎月あり、また入港船舶も相応程度あるので、それなりに大変かもしれないけれど、問題

となる負荷ではないと、今の御説明は一旦理解をしました。ただ、結局そういう作業をや

らなければいけないというところで、サイバーポート利用のメリットを感じてもらい、普

及を図る御努力をされていくと理解いたしました。 

 以上です。ありがとうございます。 

○菅部会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに御意見、コメント等ありますでしょうか。成田臨時委員、よろしくお願いいたし

ます。 

○成田臨時委員 単純な質問なのですけれども、平成29年分からの資料を、過去に遡って

保存されるということで、今後、過去情報を利用するというのはあるのでしょうか。 

○菅部会長 御回答をお願いいたします。過去情報を利用する、今のお話だと、平成29年

からのデータは何となく取れそうだということなのですけれど、それをどう利用するかと

いうことなのでしょうか。成田臨時委員。 

○成田臨時委員 はい。利用するから、過去情報を利用するから、そうやって過去に遡っ

て保存しようとされているのかなと思ったのですけれど、そうなのですか。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 本来であれば、調査票情

報につきましては、永年保存という方針が出されておりますので、かつ、以前の審議の中
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でも御指摘を頂いているところでございますので、少なくとも御指摘を頂いたタイミング

で、事務連絡を発出して、そのタイミングで、本来持っているべきはずの調査票情報から

は保存していただきたいというお願いをしていたというところが実態でございます。 

○成田臨時委員 なるほど。永年保存に決まったから、可能な限り、過去に遡ろうという

御趣旨ですね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 少なくとも事務連絡を出

したタイミングから２年間遡ったところからは、データを永年保存したいと考えていたと

ころでございます。 

○成田臨時委員 そもそも永年保存って、どうして永年保存されたいのでしたっけ。 

○菅部会長 これは統計法の。 

○成田臨時委員 統計法なのですね。すみません、それも知らなくて。分かりました。 

○山形総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 補足をさせていただきますと、

永年保存の方針は、先ほど事務局からも御説明いたしましたとおり、毎月勤労統計調査の

事案以降、間違ったときに、過去に遡って遡及改定とかする必要がある可能性もあるので、

なるべく残しましょうという統計委員会から建議を頂きまして、ガイドラインで調査票情

報は永年という原則になっています。しかし、港湾調査に関しては、国で持っているのは

集計表レベルなので、集計表は永年保存と調査計画上、規定されておりますけれども、都

道府県で持っている記入済みの調査票そのものについては２年間というのが、今まで調査

計画上の縛りだったと。それを今回、国の方針のとおり、永年にしていきましょうという

ことにしたと理解しています。 

○成田臨時委員 分かりました。国の方針なら分かります。どうもありがとうございます。 

○菅部会長 それでは、本項目については、特に異論もなく、事実関係も確認できました

ので、御了承いただいたものとして、整理させていただきたいと思います。 

 次に、審査メモ、８ページの「（４）集計表の変更」について、事務局から審査状況の説

明をお願いいたします。 

○永井総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室副統計審査官 資料２の８ペー

ジ、「（４）集計表の変更」でございます。 

 変更内容としましては、甲種港湾に関する集計表のうち、二港間の貨物流動量について、

港別、品種別の貨物量合計のみの表を主要表、二港間の貨物流動量については、詳細表と

して区分して、利用上の留意点を統計ユーザーに周知をするというものでございます。 

 審査状況でございますが、甲種港湾に関する集計のうち、二港間の貨物流動量につきま

しては、移出と移入で貨物量に差異が生じているということがございます。これは、昨年、

国土交通省の方でいろいろ品質改善に対する取組を進められておりますが、その中で分か

ってきたということでございまして、国土交通省の方で、統計品質改善会議というものを

今開いておりますが、そこで議論をされているものと聞いております。 

 この要因につきまして、国土交通省の方では、例えばＡ港からＢ港に到着するまでの経

由地で、積み下ろし量について正確に把握できないなど、これだけではないのですけれど

も、このようなことが理由として考えられるということでございます。 



 -29- 

 既に委員の皆様方にもお見せしているのが、この資料の（参考４）でございますが、国

土交通省の会議で提示をされた資料がございます。これは一例というような形でございま

すが、このような形で、Ａ港の報告者、それからＢ港の報告者で、少し報告内容が異なっ

ている。それは、１つの例としては、途中の港で、幾つかの積荷が下ろされていたという

ような実態もあると聞いているところでございます。 

 ８ページに戻りまして、今申し上げましたが、国土交通省の方では、昨年策定されまし

た「国土交通省統計改革プラン」に基づいて設置された「統計品質改善会議」におきまし

て、この二港間の貨物流動量の差異の改善に向けた検討を重ねるとともに、その要因の把

握のために、令和４年10月に報告者の方、それから関係団体にヒアリングやアンケートを

実施したということでございます。その結果を踏まえ、国土交通省の方で、都道府県に対

しまして、令和５年６月に通知を発し、回答誤差の差異の縮減に向けた取組を進められて

おります。 

 ただ、この二港間の差異というものが、今、まさに改善の取組が行われているわけなの

ですが、直ちに解消されるというものではございませんので、当面の措置としまして、次

の表３にございますけれども、港別、品種別の貨物量の合計のみの表を、いわゆる主要表

という形、表３を御覧いただきますと、○-１となっているものでございますけれども、こ

のようなものを新設します。 

 それから、二港間の貨物流動量につきまして、これは従前から公表しているものですけ

れども、このようなものを、いわゆる詳細表という形で、表３の○-２となっているもの、

このような形で区分をして、特に後者の部分につきましては、利用上の留意点をユーザー

の方々に周知をするということでございます。 

 これにつきましては、回答誤差と考えられる差異が生じている集計表を他の集計表と区

分して、統計ユーザーに一層の注意喚起を行うものであると理解していますが、集計表の

変更の妥当性や、そもそもの回答誤差の是正に向けた取組の妥当性、このような部分につ

いて確認する必要があるかと思っております。 

 論点としましては、ａとして、「主要表」、「詳細表」に区分する目的、効果は何か。現状

において、利用上の留意点の周知と、何が異なるのか。ｂとしましては、二港間の貨物流

動量の差異の縮減に向けて、どのような取組を行っているのか、今後の取組予定はどうな

っているのかというところでございます。 

 以上でございます。 

○菅部会長 ありがとうございました。 

 それでは、各論点について調査実施者から回答をお願いいたします。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 資料３の10ページでござ

いますが、集計表の変更への回答ということで、「主要表」と「詳細表」に区分する目的、

必要性は何か。現状における利用上の留意点の周知と何が異なるのかということでござい

ます。 

 回答でございますが、現行表につきましては、二港間の貨物量の数値に回答誤差と考え

られる差異が生じている状況でございまして、精度上の観点から、改善が必要な統計表と
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して、利用上の留意事項を周知する等、統計ユーザーに配慮した対応が必要であると考え

ているところでございます。 

 本事案につきましては、当省で、統計の有識者からなります統計品質改善会議において

御議論をいただきまして、二港間の貨物量の差異の改善については、時間を要すると考え

られることから、当面の間は、改善が必要な統計表を明示的に分けて、メリハリを付けた

公表体系とすることについて御提案をいただいたところでございます。 

 表３を併せて御覧いただければと思うのですが、全港湾の移出、移入の総量を見ていた

だきますと、その差異につきましては僅少であるということから、二港間の差異の改善が

図られるまでの間につきましては、主要表として、各港湾の貨物量の合計値のみの統計表

を新設させていただいて公表することといたしまして、従来の統計表につきましては、移

出と移入の貨物量の差異があることや、その理由を含めて、統計ユーザーに利用上の留意

点を周知した上で、詳細表という形で公表し、御利用いただきたいと考えているところで

ございます。 

 ｂでございますが、二港間の貨物流動量の差異の縮減に向け、どのような取組を行って

おり、今後の取組予定はどうなっているのかということでございます。 

 回答でございますが、二港間の貨物流動量の差異の縮減につきましては、令和４年12月

に行われました統計品質改善会議におきまして示されました対応方針を踏まえまして、以

下の取組を行っているところでございます。 

 まず、１点目でございますが、令和４年10月に、甲種港湾の報告者を対象に確認をしま

した結果、仕向港や仕出港を必ずしも正確に把握していないと回答する報告者がございま

したので、令和５年６月１日付で、都道府県に対しまして、報告者の選定の見直しを依頼

しているところであり、現在、各都道府県におきまして、見直しを検討していただいてい

るところでございます。 

 ２点目でございますが、令和６年１月から運用を開始するサイバーポート内で、移出入

の差異がどこで発生しているのかということを把握することが可能となる機能や、また、

報告書の誤記や記入漏れを防ぐため、ＮＡＣＣＳデータの連携機能や各種入力補助機能等

を追加するためのシステム構築を進めているところでございます。 

 ３点目につきましては、現在、移出入量の差異に関する詳細な調査分析を行ってござい

ますので、その結果を踏まえまして、「港湾調査の手引き」の調査票記入要領等につきまし

て、より分かりやすいものとなるように、今年中に改訂を行う予定で取組を進めていると

ころでございます。 

 また、調査上の留意点につきまして、各都道府県の統計担当者が集まる会議の場におき

ましても、周知徹底を図っていきたいと考えているところでございます。 

 以上になります。 

○菅部会長 ただ今の御説明に対し、御質問、御意見をお願いいたします。 

 今、検証なさっているということなのですけれど、これはマイクロでやっているのです

か。それとも集計レベルでチェックしていると書いてあるのですけれど、どういう感じで

今、やっているのですか。 
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○中村国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室専門官 元のマイクロデータ

でやっております。 

○菅部会長 マイクロを持ってきて突き合わせているのですね。 

○中村国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室専門官 はい。マイクロを持

ってきて分析をしているところでございます。 

○菅部会長 なるほど。かなり緻密な、マイクロレベルで御検討なさっていらっしゃると

いうことですね。 

 ほかに御意見、御質問等ありますでしょうか。伊藤委員、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 伊藤です。どうもありがとうございました。 

 公表する情報を２つ分けるということなのですけれど、これについて、反対ということ

ではないですが、逆に言うと、わざわざ分けるメリットというのがあまりよく分からない

ということです。結局、本質的な解決では全くなくて、ただ単に、細かいところの表を別

にしておくだけで、結局、何が統計ユーザーに対してのメリットなのかよく分からないの

で御説明いただきたいというのが１点です。 

 逆に、２つ表を作らないといけないことになって、例えば報告書のページ数が増えてし

まったりするみたいなコストになるのではないかと思ったりもします。この統計を使って

いる方たちがどういうふうに使っていらっしゃるか分からないのですけれども、例えば、

紙の報告書を見るというよりは、オンラインで、電子データでダウンロードするみたいな

ことであれば、わざわざ表を分けても分けなくてもどちらでもいいのではないかなという

気がしてしまいます。分けるメリットを少し御説明いただきたいと思います。 

 先ほどから言っているそもそも論になってしまうのですけれど、おおもとのところでデ

ジタル化していれば、この辺りの問題も、回答者がいろいろチェックして調べてとかやら

なくても正しく把握できるはずです。先ほどから部会長に言われているように、統計委員

会はシステムの議論をする場所ではないということは重々承知していますが、やはり大元

のところでしっかりとやっていただくということは、こちらからもある程度、要望をして

もいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○菅部会長 御回答お願いいたします。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 まず、統計表を２つに分

ける理由、メリットというところなのですが、表３のところに、各港の自分の港からどれ

だけ出ていったのか、自分の港にどれだけ入ってきたのかというのを全国レベルで合計し

た統計表になるのですが、それを見ていただくと差異はほとんどないということが分かる

かと思います。 

 これは、年またぎとかありますので、ある程度の差異があっていいのですが、そういう

意味では、各港から、自分の港からどれだけ出ていっているか、どこから入ってくるかと

いう詳細なデータというところについては、やや精度に不安があるところがあるのですが、

少なくとも、自分の港からどれだけ出したか、自分の港にどれだけ入ってきたかという情

報については、ある程度信頼度の、確度の高い情報だと考えてございますので、まず、そ
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ういうところについては、精度が高い情報ということで、そこは区分して、しっかり出し

ていった方がいいのではないかという議論になりました。 

 その一方で、詳細表については、報告いただいている方が、例えば貨物を船に載せる方

が、そのときに、１つ先の港なのか、２つ先の港で下ろすのかというところまで、必ずし

も正確に情報を持っていないということが分かってきましたので、そういうところについ

ては表を分けて、しっかり確度の高いデータというものと、まだ回答誤差があるというと

ころについては、しっかりメリハリを付けて分けて、その上で、詳細表については、理由

を付した上で公表していくという方が、報告者にとっても、位置付けが分かるのではない

かということもありまして、有識者の方からも、メリハリを付けて、公表体系を２つに分

けて公表してはどうかという御提案を頂いたというところでございます。 

 以上です。 

○菅部会長 よろしいでしょうか。 

○伊藤委員 分かりました。でも、やはり経過措置というか、最終的には、私はもう出港、

入港をしっかりデジタルで追って、正しく正確な情報が取れるようにすべきなのだと思っ

ていますので、当面の経過措置ということではよろしいかなと思います。以上です。 

○菅部会長 ほかに御意見等ありますか。 

 統計委員会の本来の役割は、政府が調査した事実を集計表としてきちんと非公表されて

いるかどうかを検証する場所なのです。だから、調査されているのがきちんと公表されて

いるかというのを審議するためにもともと設置されたのが統計審議会なのです。ここでは、

調査されたことをこういう形で公表することが適切であるというお考えに沿って提案され

ているという形で理解しますけれど、小西臨時委員、挙手されております。よろしくお願

いいたします。 

○小西臨時委員 よろしいですか。小西です。 

 これは、二港間の移出、移入の多重積み上げをなくすために行われている措置と理解し

ました。 

 11ページのｂの棒グラフを見ると、移出と移入両方で、かなり多くの港がそれぞれ分か

っているようなので、ここは移出入を両方把握していることがわかるグラフが１つあった

らいいのかなと思います。移出と移入のグラフが掲載されているということは、両方分か

っていることが大事という考えでいいのでしょうか。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 報告者の数を減らす意味

では、移出と移入、両方の数字、情報を適正に把握しているというのは理想だと思います。

場合によっては、移出の情報を非常に詳しく持っている人については、移出を専門の方に、

その情報を持っている方に調査をお願いしていたりとか、移入で情報を持っている方であ

れば、また別の方にお願いしているケースもございますので、そういう意味で、両方の情

報をしっかり持っているという方であれば、理想的ではあるのかなとは思います。 

○小西臨時委員 この２つのグラフの港の構成は同じでしょうか、違いますか。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 このグラフについては、

調査対象となっている方をベースに調査をしていますので、一緒になります。 
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○小西臨時委員 わかりました。この図によって、今回どれくらい改善できたのか客観的

に示せているのかが分かりにくかったので、質問しました。アンケートをしたそうなので、

もし追加でより説得力のある情報があれば、そちらを載せていただいてもいいのかなと思

います。 

 コメントです。以上です。 

○菅部会長 これは改善したのではなくて改善する前ですよね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 現状、このようになって

いるということでございます。 

○菅部会長 大体９割方分かっているのだけれど、分からないところもありますという話

ですね。 

○小西臨時委員 分かってない部分がどうなっているかを知りたいのですよね。 

○菅部会長 それについては、ほかの情報から今集めているのだけれど、分からない人も、

分からない報告者もいますという、それだけなのですか。大体分かっているのだけれどと

いう。 

○小西臨時委員 大体分かっている感じですよね。 

○内田国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室長 少なくとも自信がないと

言っているところについては、この情報を各都道府県にフィードバックして、実態を調べ

ていただいて、実際にそうであれば、本来分かるべき人に報告者を充て直していただくと、

そういうお願いをしているところでございます。 

○小西臨時委員 なるほど、分かりました。アンケートされたとのことでしたから、ほか

にも何か調べられて、有用な情報があるのかなと思ってコメントしました。ありがとうご

ざいます。 

○菅部会長 ほかに御意見等ございますでしょうか。 

 これについては、調査したことを適切に集計表として公表するための措置として、適切

ではないかとは思われます。確かに分ける意義があるのかということは、御意見としては

ありましたけれども、適切に集計、事実を伝えるという意味では、これが良いのではない

かということですので、こういう形で適当であると整理したいと思います。 

 予定とした時間を８分ほど超えました。大変申し訳ございません。私、時間の管理を間

違えました。申し訳ございませんでした。 

 本日の審議はここまでとさせていただきます。閉会の前に、今後の審議スケジュールに

ついて申し上げます。 

 当初の予定では２回の部会審議の後、最終的な答申案は書面決議により決定することを

想定しておりましたが、現時点で、答申案についての審議が終了しておりませんので、予

備日である９月11日（月）に、３回目の部会を開催させていただきたいと思います。第３

回部会では、本日の部会で出された宿題に関する回答を踏まえた審議を行うとともに、残

りの事項について審議を行い、答申案について議論したいと思います。 

 委員各位におかれましては、御多忙のところ大変恐縮ですが、御協力のほどよろしくお

願いいたします。 
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 それでは、事務局から御連絡をお願いいたします。 

○永井総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室副統計審査官 部会長からもお

話がございましたが、次回の部会は、実開催ということでさせていただきます。９月11日

（月）10時から開催をいたします。開催方式は今回と同じ、対面またはウェブでの併用開

催ということでございますので、委員の御都合に合わせて選択していただければと思いま

す。 

 本日の部会の審議の内容につきまして、追加の御質問やお気づきの点等ございましたら、

８月29日（火）16時までに、メールで事務局へ御連絡いただければと存じます。 

 最後に、本日の部会の議事録につきまして、作成次第、メールで御照会いたしますので、

こちらも御確認、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○菅部会長 以上をもちまして、本日の部会は終了といたします。 

 次回の部会審議もよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


